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一

大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
建
設
省
令
第
二
十
号
）
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
二
条
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
土
地
の
区
域
）

（
法
第
二
条
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
土
地
の
区
域
）

第
一
条

大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る

第
一
条

大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る

特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令

特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
土
地
の
区
域
は
、
都
の
区
域(

特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
限
る
。)

で
定
め
る
土
地
の
区
域
は
、
都
の
区
域(

特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
限
る
。)

、
大
阪
市
の
区
域
及
び
首
都
圏
、
近
畿
圏
及
び
中
部
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
等

、
大
阪
市
の
区
域
及
び
首
都
圏
、
近
畿
圏
及
び
中
部
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
等

の
整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和

の
整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和

四
十
一
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
区
域
で
あ
つ
て
、
住

四
十
一
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
区
域
で
あ
つ
て
、
法

生
活
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定

第
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
供
給
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
同
条
第

す
る
都
道
府
県
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
同
条
第
二
項
第
六
号
の
住
宅
の

二
項
第
四
号
の
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
を
重
点
的
に
図
る
べ
き
地
域
の
区

供
給
等
及
び
住
宅
地
の
供
給
を
重
点
的
に
図
る
べ
き
地
域
の
区
域
と
す
る
。

域
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
五
十
一
条
の
二

法
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲

第
五
十
一
条
の
二

法
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲

げ
る
も
の
以
外
の
も
の
は
、
地
方
整
備
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
法
第

げ
る
も
の
以
外
の
も
の
は
、
地
方
整
備
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
法
第

九
十
五
条
第
一
項
、
法
第
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法

九
十
五
条
第
一
項
、
法
第
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法

第
百
二
十
六
条
第
一
項
及
び
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
に
つ
い

第
百
二
十
六
条
第
一
項
及
び
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
に
つ
い

て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
削
る
。
）

一

法
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
供
給
基
本
方
針
を
定
め
、
同
条

第
五
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
り
協
議
し
、
及
び
意
見
を
聴
き
、
並
び
に
同
条
第
六
項
（
同
条
第
七
項

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
表
し
、
及
び
送
付

す
る
こ
と
。

（
削
る
。
）

二

法
第
三
条
の
三
第
五
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
理
し
、
及
び
送
付
し
、
並
び
に
同
条
第

六
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
必
要
な
助
言
を
す
る
こ
と
。

一

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
こ
と
。

三

法
第
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
こ
と
。

二
～
五

略

四
～
七

略
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二

国
土
交
通
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
土
地
市
場
企
画
室
及
び
宅
地
整
備
調
整
官
）

（
土
地
市
場
企
画
室
及
び
宅
地
整
備
調
整
官
）

第
四
十
二
条
の
二

土
地
政
策
課
に
、
土
地
市
場
企
画
室
及
び
宅
地
整
備
調
整

第
四
十
二
条
の
二

土
地
政
策
課
に
、
土
地
市
場
企
画
室
及
び
宅
地
整
備
調
整

官
一
人
を
置
く
。

官
一
人
を
置
く
。

２

土
地
市
場
企
画
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２

土
地
市
場
企
画
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

略

一

略

二

住
生
活
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る

二

大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特

事
務
の
う
ち
、
住
生
活
基
本
計
画
（
同
法
第
十
五
条
第
二
項
第
五
号
及
び

別
措
置
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

第
十
七
条
第
二
項
第
六
号
の
住
宅
地
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
関
す
る

う
ち
、
供
給
基
本
方
針
及
び
供
給
計
画
（
住
宅
地
に
係
る
部
分
に
限
る
。

こ
と
。

）
並
び
に
宅
地
開
発
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

３
・
４

略

３
・
４

略


